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3．議事概要 

 

（１）本検討会の位置づけについて 

・本検討会は、主に科学的見地から国際基準に応じた候補地の検討を行う場とするが、そ

れ以外に関する意見についてもとりまとめる。 

 

（2）ラムサール条約湿地の要件（国際基準）について 

・前回の選定手順について次回見直しを行う。 

・国際基準 1 については小規模な湿地についても取り上げられるように検討するべき。 

 

（3）新たな国際基準 9 および水田決議について 

・国際基準 1～9 と水田決議との関わりについて、水田決議は基準ではないが基準を満たす

水田を積極的に登録する方向で検討する。 

・既存の条約湿地 37 箇所のうち 15 箇所は周辺に水田が存在している。 

・水田は湖沼の緩衝地帯の役割を持っているため、保全上これらを含めた一括した管理が

望ましい。 

・水域ネットワークを意識した考え方を一般にも啓蒙していくことが重要である。 

・水田の場合は管理が必要であり、そのような人間の関わり（賢明な利用）を継続できる

ような施策も並行して考える必要がある。 

 

（4）その他 

・現状では国の保護区に指定することが必要となっているが、その用件を満たすのはハー

ドルが高い。登録湿地を増やすためには県の条例などで対応できないのか。規制だけな

く賢明な利用も含めた条例でもって管理できれば、地域はもっと活性化すると思われる。 

 

→事務局：法的担保を得たうえで、日本政府がラムサール条約湿地の登録を行うという

ことは、対象湿地のマイナスの環境異変に対して場合によっては国が対策するこ

とを意味する。 

 

・ラムサール条約に登録された場合に、条約湿地への登録が、その地域にとってプラスに

なれば住民の合意が得られやすい。 

・ラムサール登録湿地になったが、管理が不十分な湿地がある。よって、新規の候補地を

検討することと同時に、既存の登録湿地について管理方法を見直すことも重要である。 

・日本の『重要湿地 500』についても見直す必要がある。 

 

 


